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土木森林環境委員会会議録 

 

日時 平成２３年１２月１２日（月） 開会時間 午前１０時０１分 

閉会時間 午後 ５時１１分 

場所 第一委員会室 

委員出席者 委員長 白壁 賢一 

副委員長 桜本 広樹 

委員 前島 茂松 武川 勉 望月 清賢   石井 脩德 

 仁ノ平尚子 土橋 亨 望月 利樹 

委員欠席者 なし 

説明のため出席した者 

県土整備部長 酒谷 幸彦             県土整備部理事 山本 力 

県土整備部次長 末木 正文            県土整備部技監 上田 仁 

総括技術審査監 小池 雄二            県土整備総務課長 秋山 孝 

美しい県土づくり推進室長 山口 雅典   建設業対策室長補佐 渡辺 真太郎 

用地課長 市川 正安                 技術管理課長 内田 稔邦 

道路整備課長 大久保勝徳            高速道路推進室長 三浦 市郎 

道路管理課長 丸山 正視             治水課長 井上 和司 

砂防課長 中嶋 晴彦                 都市計画課長 市川 成人 

下水道課長 小池 厚                 建築住宅課長 松永 久士 

営繕課長 和田 健一 

 

議題 （付託案件） 

第１１１号 変更契約締結の件 

第１１８号 県道の路線の変更の件 

 

 

審査の結果    付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

第１１１号議案については、採決の結果、附帯決議を付すことに決定し

た。 

 

 

審査の概要  午前１０時０１分から午後５時１１分まで県土整備部関係（午前１０時０３

分から午前１０時０５分まで、午前１０時５４分から午前１０時５５分まで、

午前１０時５７分から午前１１時０２分まで、午前１１時４９分から午後１時

３０分まで、午後１時３９分から午後１時４３分まで、午後１時５７分から午

後４時２７分まで、午後４時３６分から午後４時４１分まで休憩をはさんだ）

の審査を行った。 
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主主主主なななな質疑等質疑等質疑等質疑等    県土整備部県土整備部県土整備部県土整備部関係関係関係関係    

 

※第１１１号 変更契約締結の件 

質疑 

 

前島委員  先週から皆さんが議論をしている。議事進行を含めてちょっと提案をしたい

と思いますが、問題は、追加は二千余万円の追加があったと。そのことについ

て、大きく設計変更に基づくものではないということ。問題は、仕様書だとか、

それから今の業務報告書だとか、それからそれぞれの手続については、マニュ

アルに沿ってきちんと県がやっているわけですから、それはわかっているんで

す。ただ、その多くが数量の拾い出しが正確であったかないか、そのことにつ

いての妥当性ということを、皆さんが質疑をされているように思います。そう

いう点を少しやりとりして、理解を得ていくということで進めていくべきでは

ないのかなと。大幅な設計変更でなくて、数量の拾い出しがやっぱり正確でな

かったことで、追加が生じているという流れではないかなと、私は見ています。 

  だから、その辺を委員長にお取り計らいをしていただいて、それを質疑の中

心に進めていったらどうだろうかと。説明とか、専門的なことですとか、大体、

仕様書だとか、いわゆる工事記録だとか、それはみんなマニュアルに沿ってき

ちんとやっておられる。それは理解していますので、その辺をぜひ。先週見て

いると、とてもそれは拾い出しが難しいのか、なかったのか、拾い出しができ

そうなものではないのかというところの妥当性の議論を、皆さん方がしている

という感じですから、よろしくお願いします。 

 

       （休   憩） 

 

白壁委員長  ただいま、前島議員から議事進行の動議及び意見が寄せられたところでござ

います。数量だけじゃなくて、構造の変更的なところも加味した中での進行と

させていただきたく思います。 

  それでは、質問に入りたいと思います。 

 

桜本副委員長  先ほどの説明の打ち合わせ記録簿の１２ページ、修正した設計工程表をお送

りしますということで、ここに判定会業務というものが出てきているのですが、

それを不要にするために、１１月初旬までに前倒しをしてくださいという表記

になっているのですが、この構造的に難しい建物でありながら、判定会議が不

要になるために１１月初旬までに前倒しする必要があったんですか。その判定

会議というものが出ているんですが、判定会議がどういうものかを含めて御説

明願えますか。 

 

和田営繕課長  この判定会といいますのは、耐震設計にかかわるものでございまして、耐震

診断をいたします。そして、Ｉｓと言われている数値が低い場合には耐震補強

が必要になります。そうすると、今度は耐震補強の工事の設計をいたします。

どこに壁を入れる、どういうところを補強するか。その考え方に基づいて設計

をなされたものを第三者の委員さん方、山梨県で言いますと設計事務所協会に

その組織があるんですが、その考えた方法がこれで正しいのかどうなのかとい

うものを専門的に判定してくれる部署です。そこに当初の考えでは持っていっ

て、判定会を開催しなければ次の工事のステップには行けないということで、

その判定会にかかるまでの時間が長くなると予想しましたので、当初の設計で
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は翌年のほうへ送っていたのですけれども、この建物が、先ほど一度説明させ

ていただきました、建築基準法の適用除外、これは建築基準法の第３条に規定

がございまして、文化財はこの法律の適用はしなくてよい。ただし、特定行政

庁が認めた場合に限るということで、ただ文化財になっただけではだめなんで

す。 

  この県庁のある場所の建築関係の行政は、甲府市が担ってございます。です

から、甲府市が建築主事を置いた特定行政庁になってございまして、その特定

行政庁が建築基準法の適用を除外できるという判定を下したがために、その部

分が判定会に持ち込まなくてよいという話になりまして、期間が短くなったと

いうことでございます。以上です。 

 

石井委員  ９日に現地を調査させていただきました。調査の中でいろいろ、昭和３年の

施工時に苦労した、そんな状況もうかがえました。例えば、壁や柱については

型枠なんかも１枚の板を張り合わせてつくって、おそらく細い番線で縛って固

定してコンクリートを打ったんじゃないかと、そんな想像もされたり、また、

密度を高めるために、棒で突ついたりたたいたりというようなことまで想像さ

れました。そして今日に至っているわけですが、もう八十余年がたっていまし

て、今回、ここで文化財の指定を受けたということであります。 

  しかし、先ほど来、いろいろと詳細にわたって話し合いもされてきておりま

す。設計者、また執行部の御苦労もうかがえるわけでございます。ここに過日、

変更の打ち合わせ表をいただいたのですが、例えば１番の小屋周りのトラスに

ついても、点検口があるにもかかわらず１カ所調査して、想像の中で設計が組

まれたというような話も聞いたわけです。それから、タイルについても、手の

届くところ、あるいは上部のところでもはしごをかけて１枚か２枚、各面を外

しながらすれば、ある程度の想像がついたのではないかと思いますが、三百万

円余の予算が変更されるということになっています。 

  それから、アルミサッシですけれども、現状のものを取りかえるについては、

ある程度は補強して固定しなければならないということを考えますと、たしか

壊してみて補強鉄筋を入れなければならないというようなこともあったかも

しれないですが、想像の中では、多少の変更すべき点も設計の中で取り入れら

れたのではないかとも思うところでございます。 

  数量については多少の前後はあるにしても、普通、コンクリート工事をやる

場合は、割増といいますか、損失する分を増量するような設計になっているの

ではないかと思っております。それがかわらなんかにつきましても、はしごを

かける、あるいは高所作業車でちょっと点検すれば、不陸の様子、それから、

下の母屋だとかそういったものがどうなっているかという想像も外観でもわ

かると思いますし、そしてまた、中に入ってそれを確認するということの中で

は、ある程度、ブレース等の工事もされたようですけれども、溶接だとかそう

いうことができないということで、そういった変更もあったかとは思いますけ

れども、そういった点もちょっとこの設計の中で見過ごしたところがあるので

はないかなとも思います。 

  それから、特に、その他のほうへ入りますと、床の材料だとか内装、それか

ら家具やカーテン、ほかにユニット工事というようなものも５００万もの計上

がしてあります。こういったことを考えますと、何か期間が１年以上ある中で、

非常にこれだけの詳細な話をしながらも、これだけの大きい２,５００万余の

変更が出てくるというのは、私どもでも非常に理解しにくいところでもありま

す。特に経費等も予算計上されておるとは思いますが、そういったことを考え

ますと、今回の変更は非常に重く受けとめなければならないし、中身は十分検
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討して、県民の血税を使わせていただく。そしてこの昭和３年に建設されたも

のを継続していくという、これからこういう工事をやったら、さらに向こう何

十年とこれを維持していかなければならない、あるいは管理していかなければ

ならないことを考えますと、ここでまた真剣に考えていかなければならないと

は思います。 

  それと、もう１点、設計者の考え方というものはどこにあったのか。たしか

この間の資料でも目視あるいは測定、それから、打診というふうに分かれてい

ます。そういったことの中でもいろいろと慎重にやってきたとは思いますが、

その点で設計者と、また執行部の指導的立場というものが一体化していかなけ

ればならないのですけれども、そういったものがどうだったのかなと、もう一

度、考えさせられることがありました。現地を視察したり、そしてまたここで

打ち合わせ等の記録の説明をいただきましたが、ちょっとそんな点がまだ理解

しきれないような気がしております。 

  そういった点で、もうちょっと皆さん方の意見も聞きながら、このことにつ

いて議論を交わしたらいいのではないかと思っているところでございますけ

が、委員長にもよろしく計らいをお願いします。 

 

和田営繕課長  現場に行っていただきながら、いろいろ説明をさせていただきました。言葉

で説明する専門的な言葉よりも、内容を見ていただいたとおりでございました

が、委員の説明にございましたように、８３年のこの建物につきましては非常

に年数がたっている建物であるわけでして、その過程で修繕記録等が余りして

いないということで、このような事態が発生しているわけです。確かに文化財

として活用していかなければならない建物であるという認識はかなり強く持

っていたとは考えておりますが、今の状況で鉄骨材、あるいはタイル、ひさし

のかわらといったものが、いわゆる建築の改修工事の考え方プラス文化財とし

て保存していくときの、その昭和３年の材料としての価値というか、工事の工

法がどういうものだったかということも思い描けるような設計をすべきであ

ったかとは私も感じているところでございます。 

  ですから、こういう状況の中で、慎重にいろいろなところの調査を行い、狂

いのないような数量に、拾い落としがないようにしておくべきだったと言われ

ますと、いろいろな考え方はございますけれども、そのような重要なものであ

るという認識の中では、もう少し詳細な調査ができていたらなと考えておりま

す。以上でございます。 

 

土橋委員  この設計につきましては、契約５億２,０００万余だと思います。恐らく予

定価格があったと思いますけれども、その何％であったか、そしてまた、その

差金というものが今回の変更に何らかの形で響いてはいないか。業者が落札し

た場合は、この５億２,０００万でできますという形の中で恐らく落札された

と思うときに、やはりこの差額金というものはどこでどういうふうに考えてい

くのかということも思っています。その点については何かありますか。 

 

和田営繕課長  工事の契約の関係でございますけれども、設計金額は税込みで６億５,０４

７万５,０００円でございます。請負金額につきましては、５億２,０４６万４,

０００円で、落札率は８０％でございます。 

  それから、工事の差金関係につきましては、予算の関係からいたしますと、

残額として処理されているというふうに承知しています。 

 

土橋委員  私、全く素人というか、今、石井委員が言った言葉の中にも不陸だとか、よ
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く委員長の言っている言葉の中にも知らない言葉が今回の問題には出てきて

いますが、１つだけすごく感じるのが、例えば何かを、これからつくるのにど

んなデザインで、どんなものを、どうやって幾らかけてつくるかというときに、

設計会社が私にやらせてくれよと、こんなものどうですか、これがデザイン的

にもいいし、大体幾らの予算ができた、設計金額は幾らでできる、監理料も幾

らでできると言う。全く初歩的な質問になって申しわけないですが、例えばこ

ういうものができ上がったときに、設計料、幾らでやりますよっていうのは、

どういうところからその金額が出てきたんですか。 

 

和田営繕課長  今回の設計委託料の内訳的な内容だと思います。これにつきましては、設計

委託料につきまして、予定価格が３,１０２万１,５００円ということで、この

設計委託料の積み上げにつきましては、国のほうの基準に準拠いたしまして、

山梨県で基準を設けております。もとは建築士法という法律の中で、設計事務

所の業務報酬はこういう考えで出してくださいというものがありまして、それ

に基づいて国交省がつくりました。国交省の基準を準用して県が活用しますと

いう中で、この３,１００万円の内訳でございます。 

  改修工事の設計がおよそ２,１００万円、それから耐震診断と耐震改修の設

計が１,０００万円ということで、この両方を合体させて、この仕事だけ、耐

震診断だけ、耐震改修の設計だけで幾ら、改修工事、いわゆるリニューアルを

する改修工事で幾らというふうなことで、根拠を持っている内容で積み上げた

結果がこの内容でございます。基本的には改修工事の設計委託料の算出は、図

面をどのぐらいかいていって、その枚数によって幾らかかるかというのが基本

的な考え方です。以上です。 

 

土橋委員  ということは、見た目で、もともとの保存している図書もない中でこれを見

た場合に、この大きさのものは３,１００万円だよと。それを６社が入札をし

て、その中で一番安くて、この人がいいだろうということで決まったというこ

とですね。２,８００万円。という考え方でいいんですか。 

 

和田営繕課長  おっしゃるとおりでございます。 

 

土橋委員  たまたまその設計会社が中へもぐったり、横から見たり、上から見たり、斜

めから見たり、あちこちをやってみて、今回の予算が６億何がしという金額が

出たけれど、工事会社のほうでそれをすべてやって５億２,０００万でできる

ことになったという形でいいですね。 

 

和田営繕課長  そのとおりです。 

 

土橋委員  一般的に見ると、ここまでやって、それがオーケーということを県が決めて、

その設計会社がそういうものをつくった。それで、実際は６億かかるよという

ものが、うちでは５億２,０００万でできるよというところが建設を請け負っ

た。さっき石井委員の話の中で２,５００万ぐらいの話が出ましたが、それが

やってみたらこうだったから、ここのところでまた、実際は三千何百万なんで

すよね。そのやっていく中で、これは取りかえなくてもいいから取りかえない

という部分が約１,０００万あった。それは議場の天井であったり、横壁の木

であったりということで、実際かえないわけですから、予算に入っていても向

こうで払う必要がないということは、三千何百万の追加が出たということです

よね。 
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  例えば自分の会社や自宅のことを考えると、夫婦でさんざん悩んで「あそこ

もだめだよね、お父さん」「ここも直してもらおうね」「何かあるといけないか

ら耐震もしてもらおう」「これもしてもらおう」と。どこがどういう図面をつ

くって、どうやってくれるか。そうしたらいい会社が見つかって、ここが幾ら

でやってくれるよということで、なけなしの金をつくって、それでオーケー。

どこかからもらってくる金でもないわけで、なけなしのお金をつくって、それ

でオーケーだということで、いざ工事が始まって、これだけ余計にくれよと言

われたら、普通は「おいおい、話が違うじゃないか」という話になりますよね。 

  委員会としても、例えば、「それを直せって言ったからしようがない、しゃ

んしゃんしゃんでいいや」と、金曜日 1 日で委員会を終わってしまうわけには

いかなかった。だからもう１回よく見せてくれと。それで結論がつかないとし

たら、月曜日に予備日があるからしっかりやるぞというのが委員長の考え方で

すよね。いや、委員長の考え方というより、委員会の考え方として。無事、金

曜日で終わってしまえばそれでよかったんだけれど、やっぱりいろいろな意味

で県民のことを考えたり、自分たちのことを考えたら、それだけふえたら、建

築会社のほうもこのぐらいサービスでやれとか、このぐらいは少しこうなった

らどうだっていう話を、自分の家だったら絶対やりますよね。その辺について

は少しは安くならないのかとか、どうにかならないのかとか、ここまでやった

のだから設計会社に１,０００万の監理料を安くしてとか、そういうようなと

ころへ少し踏み入れていってもいいような気が。 

  ずっと、全く素人の立場で言っています。それに対して実はこういうルール

があるんだということはあるかもしれないけれど、素人の立場で考えていると、

専門用語がばんばん出てくる人たちが検査をしたり、予定を立てたり、図面を

つくったりしてやってきたと思うから、三千何百万という追加を、委員会とし

てそんなに簡単に「そうですか、しようがなかったね」というわけにいかなか

ったのが今回だと思いますが、どうでしょうか。 

 

和田営繕課長  ２つ質問の内容があったように考えておりますが、まず、工事価格６億で、

設計を委託して、積み上げた金額が６億５,０００万円。そのときのこのきょ

う現在の状況に陥っている変更が、その設計委託のときの調査によってはかか

らないのではないかと。２,５００万円、あるいは３,５００万円ふえた部分も

かからないのではないかというふうな質問だったのかなと考えておりますけ

れども、私はこう考えました。 

  設計委託のときに足場をかけて、屋根のかわらをはがし、あるいは小屋裏に

たくさんのはしごをかけて調査をしますと、設計委託料の計算公式からいきま

すと、特別調査という内容になってきます。その場合には、破壊試験をした後、

また復旧するお金、それから足場をかけて、人員をかけて調査するお金、そう

いうふうなものがかなりの額でかかってきます。いいかげんに設計したわけで

はなく、それなりの根拠がありまして、こういう設計の考えでいいという内容

でやった結果がこれになっているわけですが、もう一つには、工事施工者が決

まった段階で、工事施工者がみずからの責任においてこの建物が完全に長寿命、

長期に使用することに耐えられる工事をしなければいけないという責任感が

あると思います。 

  ですから、仮に設計の内容で、ここまでの数量ですよと言って、あとは知り

ませんというふうなことでは、その請け負った責任というものが達成できませ

ん。ですから、その段階で、こちらの監督員と現場代理者がこの内容について、

実際にはこの設計の内容ではこれだけのことしかうたわれておりませんけれ

ども、ここまではやらないと雨漏りがいたします、材料的に長く使えません



平成２３年１１月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 7 - 

等々の協議をさせていただきまして、変更になったということで、この設計時

の調査費用と、それから請負さんがやる調査費用がダブルカウントになるとい

うこともございました。 

  ですから、これは私の考えですが、仮に１００％の調査費を特別出して、そ

して完全な設計書をつくれば、多分に今の金額と同じものが増額になっていた

だろうと私は考えています。そのようなことで、最初に投資をするか、後に投

資をするかということですが、ただ、設計の考え方の問題でございますので、

それにつきましてはこれまで説明してきたような状況でございます。 

  それから、民間の工事契約について、公共の工事契約と違うところ、確かに

工事をやっていて既に契約された住宅の３,０００万の建設費があったときに、

大工さんが「ここのところをもう少しふやしたほうがいい建物になりますよ」

という提案があったときに、「悪いね、それはそちらの努力でやってくれませ

んか」というふうなことを言うのは、これは住宅ばかりではなくて、民間の公

共投資の建物もそうだと思います。しかし、今、私たちが工事をやっているの

は公共の施設の整備でございます。契約約款の中で、請負者と発注者は対等な

関係でなくてはならないということがございます。ですから、対等な契約でご

ざいますので、かかったものにつきましては支払いをしなければいけないと考

えています。以上でございます。 

 

桜本副委員長  私、今、びっくりしたんですが、当初かかるものよりも最終的に同じだった

からいいんじゃないですかっていうことは、おかしいと思います。昭和３年の

何もない、図面がないところで始まっていて、予算の盛り方っていうのは、何

が起こっても困るねという準備の中で発注するのが当然の公共物じゃありま

せんか。安全意識といった考えが全くないじゃないですか。今の課長の上司の

方、今の課長の意見に対してどう思いますか。全くおかしいですよ。上司の方、

だれか答えてください。 

 

酒谷県土整備部長 今、営繕課長が答えたのは、我々、工事の施工をやっている中で、そうい

う基準がありまして、その基準どおりつくるということにおいては、まさにそ

のとおりであります。桜本委員が言われたことも、民間の発注ベースの中にお

いてはあるのかなと思っておりますが、あくまでも公共事業を発注するときに

おいては、営繕課長が言ったように、パートナーシップでやっております。お

互い甲乙の関係というか、対等な立場でやっておりますので、契約の中でやっ

ていると。そういう中では、契約書の中で定めたとおりのことをやっていると

いうことであります。御理解をお願いしたいと思います。 

 

桜本副委員長  そもそもおかしいのは、この仕様書の中に目視でもいいですよ、計測でもい

いですよ、打診でもいいですよということはどこにも触れていないわけです。

施工段階でも同様の調査を行うため、調査費用の二重計上になってここは困る

と、この部分もどこにも触れていないわけですよ。要は、この仕様書が出てい

るものと、最終的な県の工事の変更理由っていうのが、全く相いれない内容だ

からここまで話がごたごたしているわけです。この仕様書の中で、これこれこ

ういうものだから、こういうふうに業者さん、入札のほうは頼むよということ

があらかじめわかっていれば、ここまでのことはないわけです。 

  しかも、先ほど説明していましたけれども、高所作業車というのが入ってい

ますよね。そういった重機だって入っているじゃないですか。何でこういった

ものを生かしながら、今までの指摘のところまで調査しなかったんですか。 
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和田営繕課長  調査はしたと思います。リフターを使って高所を確認しながら。ただ、全面

をやったかどうかという話だとは思いますが、建物の周りには木があったり、

建物があったりで、全面とまではいかなかったと考えております。 

  調査の内容、それから、先ほど私がどちらを選ぶかとか……。 

 

白壁委員長  一問一答で行きましょう。 

 

和田営繕課長  はい。それでは以上です。 

 

桜本副委員長  先ほど、公開の平等性ということの中で、この目視だとか、計測だとか、打

診までとし、というようなことについてはどこで触れられているんですか。 

 

和田営繕課長  全部が目視、打診というようなことでやっているわけではありません。例え

ば、この部屋の中を調査するときに、天井はどういう材料で、壁はどういう材

料が使われているか、床はどういう材料が使われているか、これは建築の専門

家が目視で材料の種別を確認して、それから部屋の大きさはどのぐらいなのか、

柱の大きさはどのぐらいなのか、天井の高さはどのぐらいなのかにつきまして

は計測をして、窓の大きさはどのぐらいなのか、これも計測をいたします。そ

ういうような状態で、すべて各部屋につきましては、廊下、それから部屋、仕

上げ材料等につきましては、見て確認できるものはそういう状況でやっている

ということでございます。それ以外に不明なものについては、それなりの調査

で確定をしていくという考えでございます。 

 

桜本副委員長  それでは、仕様書の中で、おおむね（３）建設の条件として、工事費が１１

億４,０００万円と出ておりますが、これは間違いございませんか。 

 

和田営繕課長  予算ベースの金額と思います。 

  これは建築工事ばかりではなくて、機械工事、電気工事、それらのものが外

構を含めまして、すべて入った金額が予算ベースでございます。以上です。 

 

桜本副委員長  じゃあ、おおむねこの段階で、今回のこの部分の契約金額っていうのは、先

ほどの６億５,４００万円ということからスタートしているということでよろ

しいですか。 

 

和田営繕課長  建築に関してはそうでございます。 

 

望月（清）委員  きのうからいろいろと質疑がございます。耐震化等の整備事業の一環という

形の中での改修と聞いております。そういう中で、やはり仕様書に照らし合わ

せた設計がなされたのかどうなのか。仕様書をきちんと守らせて仕様書をつく

らせたのかどうか。こういう観点の中で論議をされておりました。言うなれば、

どちらかに瑕疵があるかと。設計者のほうでその発注側の意図に合わせた、そ

れにそぐわないということがあったのかどうか。または、発注側も打ち合わせ

事項がたくさんあります。二十幾つにわたってありますけれども、今回挙げら

れた５項目についての変更箇所の打ち合わせがどのようになっているのか。先

ほどずっと説明していただきまして、全体によく打ち合わせはしてあるとは思

いますが、この重要な５項目の箇所について打ち合わせをどのようにしたのか、

まずお聞きします。 
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和田営繕課長  当初に説明した内容につきましては、この打ち合わせ議事録等については設

計事務所の業務委託に関するもので、先ほどの御質問の内容については県と請

負者の間の協議内容になっていることですので、この内容はここでは提出して

ございません。 

 

望月（清）委員  そうなりますと、その前の段階から質疑をしていかなければいけないという

ことになりますよね。重要文化財的な要素があるとか、昭和の建設物の大変な、

貴重なものだということをかんがみましても、この県議会議事堂というのが、

いわゆる県政全般の審議をする場所である。こういうことから、これを改修し

ていくということになると、それなりのきちんとした議論なり、説明、納得の

行く形でこれがなされなければ、我々は何をしていいかわからない。営繕課で

いろいろな形で、他の件の構造物も整備改修工事があると思うんですよね。そ

ういう中で、我々の最も身近なこの議事堂をどのような形でやるかと、これは

大きな関心があったと思うんです。 

  そういう中で、この仕様書に不備があったのかないのか。また、もし今にな

ってこの箇所が足りなかったという点があれば、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

和田営繕課長  仕様書の内容に不備があったとは考えてございません。以上です。 

 

望月（清）委員  仕様書に不備がないということであるならば、この仕様書に沿って設計会社

がやったということですね。そこのところで不備はないですか。 

 

和田営繕課長  はい。 

 

望月（清）委員  そうしますと、なぜこういった変更事項が出てきたか。先ほど部長も答弁さ

れていましたけれども、部長の答弁の中では、設計にあったものを設計どおり

にやったということですが、桜本委員が話したのは、さきの課長の答弁の中で、

どっちにしても丁寧な設計をすればそのとき金がかかったと、丁寧な設計をし

なかったら後でかかったという言い方がやはり納得できないということです。

ですから、そういうことからして、それらがきちんとした仕様書だったのかな

と思うんですが、これでもまだしっかりした仕様書だったと言うんですか。 

 

和田営繕課長  先ほどの桜本委員の質問に対しまして、私の説明に不足があったかと思いま

すし、その点についてはやはり説明の仕方を変えればよかったなと思いますが、

我々が外注に出す業務委託の仕様書につきましては、このような内容ですけれ

どやってくれるかと。ただ、書いていない、書いてあるからで、その業務の内

容に拘束されるわけではございません。先ほど来、いろいろ細かい専門用語を

並べ立てて申しわけなかったのですが、業務の打ち合わせの中でやらなければ

ならないことだけにつきましては、必要なことを協議をしながらやっていると

いうことでございますので、理解をしていただきたいと思います。 

 

望月（清）委員  課長はそういうふうにおっしゃるわけですが、これについて技監はどんなふ

うに思いますか。こんな程度でよかったのかと思っていますか。 

 

上田県土整備部技監 今回、一番議論になっているのが、我々とすると、議会にこういう契約

でこの仕事はやらせていただきたいという提案をして、まず御了解いただくわ

けです。そして、このたび、こういうことで変更が生じてしまったということ
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で、まずそこら辺の内容的なものを説明したかどうかということは、ちょっと

私、まあ、説明したことがあったと思います。調査をどこまで詳細にやって、

１００％の設計書を仕上げて、請負委託契約、請負の工事を出してやるかどう

かということで、私は特に建築の専門ではないですが、土木でもよくそのよう

なことはございます。 

  今回の調査も、このとおり打ち合わせも一生懸命しっかりやったものだと私

は思っています。ただ、はいでみなければわからない部分までは、そのときに

調査する必要があるか。そこまでしてやっても調査のお金や手間がかかる、そ

れから議事堂は使っているという状況の中で判断したものだと思います。それ

で、結果的にあの金がふえてしまったということで、それは県民の皆様のお金

ですので、大変申しわけないといいますか、もっと安くできればよかったと思

いますが、そのときにそういうふうに判断をして、そうはいっても、それは現

場でやっていったときに様子がはっきりわかるという判断でございます。 

  桜本委員におしかりを受けましたけれども、結果的に同じだからいいじゃな

いかという意味ではなくて、最終的にはやはり安全で安心なものをしっかりつ

くる。これは設計の段階から考えていかなければならないことはもちろんです。

同じ話になりますが、そのときに、この箇所をまくって利用を妨げて、そこま

で調査をやればよかったのかもしれません。これは議論があるところとは思い

ますが、そのときにはそう判断して請負契約を私どものほうで提案させていた

だいて、御議論いただいた中で契約になったと思っています。 

  ただ、反省しますのは、そのときに今の調査はここまでしかやってありませ

んが、こういう考え方だったんですと。やってみて、もしもっとよければ減る

こともありますし、ふやすようなこともあると思いますと、こういうお話をよ

く説明した中で提案させていただければと思っています。一度御議論していた

だく中で、我々の説明が不足したということであればそうだと思いますけれど

も、今回の話というのはそういうことで、これから我々が、例えば道路のトン

ネルなどをやっていっても同じようなことを含んでいるかなと思います。そこ

については、よく説明する中でまた御議論いただくような格好をと思っていま

す。以上です。 

 

望月（清）委員  それでは、今後の県の発注事業、工事においてもこういうことは当然あり得

るわけであって、今回は何の問題もないということですか。 

 

上田県土整備部技監 済みません、私の言葉が足りなかったのかもしれませんが、問題ないと

いうことではなくて、もう少しよく説明しておくべきだったのかなと思ってお

ります。この問題は、今回は議事堂ということで、我々が文化財ということの

中で、工事が設計の段階から、文化財として扱うかどうかとか、甲府市とのか

かわりとか、いろいろなことが出てくる中である程度変化していって、設計段

階のときに設計の構造というものを考えたものだと思っております。 

  我々とすれば、これからも議会に対して契約案件を説明させていただくとき

に、ここまでの調査がしてあります、ここはこういうふうに考えましたという

説明を丁寧にしていくことが大事かなと思った次第であります。今後も、公共

施設、例えばトンネル等をやっていけば中がわからない部分もありまして、そ

こについてもきょうの議論を、今回の皆様の御意見も伺う中で、どの程度まで

精度を上げていくかということでございますが、１００％のものを変更ありま

せんよということは、なかなか将来的にもちょっとできないかなというふうに

思っております。ただ、そういうことの説明は不足したかなと思っている次第

です。以上です。 
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望月（清）委員  新しく費用がかかるものが約３,６００万ということでして、当然、必要な

ものは必要なんです。私は、それをどうのこうのじゃないんですが、やはり事

前にある程度そういったものをきちんと予測するというか、実際につくったも

のがそれだけかかるのであれば、それを最初からきちんと設計をして、そうい

う仕事をしていくということでないと。県がそういうことがあり得るとか、文

化財的な要素があるからとか。文化財的な要素があるということはわかってい

ながらやったことですから。だから途中で、設計段階で文化財になったんでし

ょう。ですから、これはもう文化財を改修ということは、当然わかっているこ

となんですから。 

  ですから、そういう中で何が問題かというと、県の対応がきちんとできてい

たのかどうかということと、県の対応ができていたならば業者に問題があった

のか。業者に問題がなかったら何でこういうことになったのか。どちらがどう

いう形の中で３,６００万円の増額が出たのか。ここのところを明確にするな

らば、これは納得できるところだと思いますがいかがですか。 

 

和田営繕課長  この業務は、設計事務所と県という立場で進めてきたものでございます。設

計の打ち合わせを行いながら、そして県の監督員が設計の監督をするわけです

けれども、そういう点を考えますと、監督の権限は内容の確認、それから指示、

承認というふうなことでございますので、この設計書の最終的な責任は県にご

ざいます。ですので、相手がうそをついたりごまかしたりというような状態で

隠ぺいするような部分がない限りは、県が責任を持って引き取ったものですか

ら、この設計の内容については県のほうでしっかりやるべきだったと考えてい

ます。以上です。 

 

望月（清）委員  やっぱりそういう問題がなければ、こんなに長くする必要ないんですよ。だ

れでも納得できる線であれば。なぜこれをやっているかということはわかりま

すか。課長、それはわかりますか。認識できますか。 

 

和田営繕課長  十分承知しております。以上です。 

 

       （休   憩） 

 

望月（利）委員  私は前回発言させてもらった昭和３年の設計図書がないというところを、そ

このところでちょっと気になったことがありまして、議論が戻るようですが質

問させていただきます。 

  話を整理しますと、公文書の管理というような形で、保存期間が満了した文

書は、歴史的もしくは文化的な資料がある場合には、また、図書館等に移管す

るということで、文化財の登録を受けたのが工事を施工してからということな

ので、当時としてはそういう歴史的価値がなかったという部分で御答弁をいた

だきました。その後に調べたのですが、県庁舎議事堂新築工事要覧という昭和

５年の資料が出てまいりまして、このことについては御承知かどうか。 

 

和田営繕課長  はい、私も承知をしてございます。その中には完成時の写真等が入っており

まして、確認をさせていただきました。 

 

望月（利）委員  実はこの要覧の中に記載されているところで、工事請負者及び作業者という

ページがありまして、この中に建築工事何々何々と、業者名がずらっと１６社
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及び甲府市含めてあるんですが、こういうところに設計図書があるかどうかと

いう打診というか、確認はされたのでしょうか。 

 

和田営繕課長  この建物は議事堂棟と、それから隣の旧館と、一緒にセットでつくられたも

のでございまして、当時の請負者の一番大きなところは清水組というところで

ございました。現在の清水建設でございます。資料部にその当時の資料がない

かどうか確認をさせていただきましたけれども、その要覧にあるような内容と、

それから、起工式をやっている写真とか、完成した写真だけをいただけたとい

う状況です。以上です。 

 

望月（利）委員  今、現清水建設さんのほうには問い合わせをしたということですが、それ以

外のところへの問い合わせの実績はありますか。 

 

和田営繕課長  それ以外のところの確認はしていなかったと思います。以上です。 

 

望月（利）委員  一番のネックとなっている、大きな予算がかかってしまう部分というのは、

もともとこの設計図書がないという部分が根本だと思います。一生懸命努力し

た結果こういう発注になって、我々議会も議決もしたりした部分であります。

その前の段階で、我々もしっかりチェックしていけばよかったのかなと思いま

す。今後発注がある場合、ありとあらゆる努力をして、こういうことがないよ

うにしっかりチェックしていただければありがたいと思いますが、一言お願い

します。 

 

和田営繕課長  全くおっしゃるとおりだと思います。これからやるもの、特に文化財という

ものに携わった場合でございます。いろいろな図書館、あるいは博物館で保存

されている資料、図面ばかりではございません。写真とかそういったものも探

す中で、しっかりした設計をしていきたいと考えています。 

 

桜本副委員長  変更理由の中で、施工段階でも同様の調査を行うためと、その調査費用とい

う、ここが一つ問題になっているのですが、これは建築請負という中のどんな

段階に、項目に入っているんですか。 

 

和田営繕課長  請負工事費の中では、共通仮設費というところで請負者がやるような費目と

して入ってございます。以上です。 

 

桜本副委員長  それは、本来、共通仮設ということでありまして、建築会社が独自の中の、

要するに設計の細かいところまでチェックしなければならないというものだ

と思うんですが、その設計事務所のやるべきものをここで肩がわりしていると

いう内容なんですか。 

 

和田営繕課長  請負者がやる内容でございますが、設計者の肩がわりという考え方ではあり

ません。設計がなされている内容を、請負者独自にその設計書の内容と一致し

ているかどうかを確認するための業務です。 

 

桜本副委員長  それはどんな業種の場合でも、そういった中に組み込むんでしょうか。 

 

和田営繕課長  建築ばかりではなく、機械、電気、すべてに入ってございます。以上です。 
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桜本副委員長  いえ、そういうことではなくて、新築でも改築でもそういった項目はあると

いうことですか。 

 

和田営繕課長  新築の場合につきましては、これに該当する部分は敷地の確認、高低差の確

認、周囲のいろいろな設備の取り合いの確認、そういったものがこういうこと

に該当すると思います。改修工事の場合につきましては、そのすべての内容に

ついて設計書のとおりの内容で現状があるかどうか確認させていただきます。

以上です。 

 

桜本副委員長  これは山梨県なりの特異性ですか、それとも全国でも設計事務所が１００％

見られない可能性があるので、請け負った建築事務所はあらかじめ共通仮設の

中でその分見ておいてくれっていう山梨県方式なんですか。 

 

和田営繕課長  これは全国共通でございます。以上です。 

 

桜本副委員長  それを示した指針といったものがあるんでしょうか。今の課長の答弁を反映

した内容のものです。 

 

和田営繕課長  これにつきましては、予定価格を積み上げていく中に、積算基準というのが

ございまして、その積算基準の中で共通仮設等の内容が盛り込まれていくと考

えてございます。以上です。 

 

桜本副委員長  この中で、施工段階でも同様の調査を行うための調査費用ということが、こ

れは断定的なんですよね。今の課長の説明では、共通仮設の中で安全性を考え

るためにというような御答弁だったのですが、この変更理由には断定的に、施

工段階でも同様の調査を行うための調査費用ということで、これは仮設、要す

るに建築会社の請負の項目の中にこういう言葉でなぜ載せないんですか。ある

いは、共通仮設の段階でも、例えば適用として、施工段階でも例えば目視、計

測、打診までとの設計になっているので、請け負った建築会社には、ここまで

もう１回ちゃんとしてもらわなきゃ困りますよというようなことがうたって

あるんですか。 

 

和田営繕課長  請負会社との契約上の仕様書の中には、特記として、そのような調査をしな

さいということで表示されてございます。以上です。 

 

桜本副委員長  もし出していただけるのであれば、確認させていただけますか。 

 

和田営繕課長  提出をさせていただきます。 

 

       （休   憩） 

 

和田営繕課長  お配りいたしました資料の左側の下の部分を見ていただきたいと思います。

その他というところでございますが、法令の適用、建築基準法第３条の適用の

県指定有形文化財のため建築基準法及び施行令、バリアフリー法等の建築法関

連法規の適用枠というふうなこと、その下に建物の建物履歴というところがあ

ります。昭和３年創建後、建物利用状況による段階ごとの改修履歴、創建当初

及び改修履歴に関する完全な設計図書はなし。以上により設計図は現地調査に

よる目視及びメートル単位で寸法可能な範囲での復元図をもととしているた
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め、非破壊では調査不可能な床下や屋根裏、新たなピットを構成する地下床面

以深の基礎、地中ばり、足場なしでは検討不可能な高所等の既存表記は想定に

よるものとする。よって、施工計画立案及び施工計画書作成に際しては現地を

詳細に調査した上で工法検証を行うものとし、上記計画工程による使用期間、

条件等を勘案しながら施工計画工程を組むことというふうなことで、これが請

負契約の設計図書の中に添付されています。以上です。 

 

桜本副委員長  これはその他の留意事項ということであって、じゃあ例えば、設計事務所の

ほうは建築会社の共通仮設費っていう項目の中で、この部分を幾らで出してい

るんですか。 

 

和田営繕課長  共通仮設費につきまして、請負契約の積算の内容でございますが、仮設工事

につきましては、２,６２５万７,０００円余になってございます。足場は工事

と共通になってございます。 

  足場の仮設費につきまして、ちょっと済みません。外部足場につきましては、

１,０９９万円、それから屋根に関する足場につきましては２９９万円が計上

されています。以上です。 

 

桜本副委員長  ということは、ここで変更理由の御指摘の調査費用の二重計上となるという

ことは、この足場関係の１,４００万余りのことを言っているわけでしょうか。 

 

和田営繕課長  この工事の足場関係につきましては、工事期間中の損料になっておりますの

で、この約１４カ月の期間に使われる期間と、それから設計の時点で調査する

場合につきましては、期間がこれほど長くございませんので、同じ足場の単価

でも金額的には安くなるというふうには考えてございます。その金額がこの部

分のところとダブるというふうなことでございます。以上です。 

 

桜本副委員長  設計事務所の費用として、午前中の答えでは、結局、成果品として図面が何

枚ということによって金額はあらわされるというようなことをおっしゃった

と思うんですが、では、その中で施工期間中に始まった、足場を組んでから再

度図面に残したというものは何枚あるんでしょうか。 

 

和田営繕課長  今回の委託の設計費の内訳につきましては、足場を掛けて調査をするという

部分は積算されてございませんので、入ってございません。 

  それから、委託の図面の関係ですが、現状調査をして成果品としておさめた

枚数につきましては、６１枚になってございます。以上です。 

 

桜本副委員長  それでは、端的にお聞きしますが、この調査費用の二重計上というのは幾ら

のことを言っているんですか。それで、幾らで、どこの足場が先ほど、合計す

ると２,４００万で、期間が長ければその分単価が安くなるというお答えなん

ですが、どういう見通しを立てたんでしょうか。 

 

和田営繕課長  先ほどの説明の内容につきまして、屋根の足場と壁の足場と両方の価格を御

説明させていただきましたけれども、調査の段階では外壁のタイル、あるいは

モルタル、そういうところの調査に要する足場として考えまして計算をいたし

ました。これにつきましては、人夫賃、外壁の調査を行うために足場代が５０

０万ほど、それから、たたいて確認を行うための人夫賃が１００万円というふ

うな試算でございまして、合計すると６００万ほどかかるのではないかという
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ふうに試算いたしました。以上です。 

 

桜本副委員長  何か話がだんだん窮するような格好になってきているかと思うんですが、そ

れでは、設計とかその費用を初め高く取っておかないで、建築が始まってから

の共通仮設でたくさん持っておいたほうが、精度の高い設計ができるというこ

とですか。それはどの辺の割合で見るわけですか。 

 

和田営繕課長  工事の工程によって足場は必要になるものでございまして、請負工事者が掛

ける足場につきましては、設計をするための足場ではございません。あくまで

も外壁の工事をやる、あるいは屋上へのぼるための足場というふうなことでご

ざいますので、その工事期間中も足場が必要になるということで計上している

というものですから、設計とは違います。以上です。 

 

桜本副委員長  今のお話でありますと、共通仮設の中にそもそも入れるべきものではないと

いうことですよね。それは、別段違う意味じゃないですか。ここはただ単に、

その他ということで建設を請け負った業者のほうがその辺のことを留意して

くれっていう、その他の注意事項っていうことじゃないですか。共通仮設のほ

うに無理やり押し込むような話ではないと思いますが。 

 

和田営繕課長  無理やりに押し込んでいるわけではございません。足場に関しましては、積

算体系の中でそういうふうな扱いをする。それから、こちらにお示しいたしま

した、この設計の概略書は契約図書となってございますので、ここに表記され

た内容は請負者としてはやらなければならないことになります。以上です。 

 

       （休   憩） 

 

武川委員  この議事堂の設計問題につきましては、先週から週をまたいで審議を行って

きたところであります。委員の皆様もそれぞれ熱心な質問、あるいは指摘もし

てきたわけでございますが、執行部にはその辺の認識と見解に若干質問者とす

れ違いが多かったために、ここまで来ただろうというふうに思います。 

  何の仕事でもそうでしょうけれども、行政が設計や工事発注するときには、

限られた財源をいかに効率的に効果よく使っていくかということで、できるだ

け意を用いていくということが、今、特に求められているわけでございます。

今回の問題につきましては、場所が議事堂という、今よく二元代表制という言

葉が出てきますが、執行部と議会。その一方の議会の建物の改修という、議会

が今、限られた財源をいかに県民のために効率よく効果的に使っていくかとい

う場所でございますから、そういう意味ではまさに象徴的な場所であり、象徴

的な事業であったということも一つ。そしてまた、審議の中でもいろいろと話

が出ておりますように、県の文化財であるということ。それから、建設が昭和

３年までさかのぼること等々の中で、委員もそれぞれ一生懸命質問をし、一生

懸命指摘をしてきたわけですが、執行部との答弁がかみあわないということで

私は非常に遺憾に思っております。 

  先ほどから申し上げているように、この時代、執行部が努めなければならな

いことは、私はいつも申し上げていますが、最大限知恵を絞るという言葉をよ

く使いますけれども、ぞうきんを絞るということに例えると、まさに布がちぎ

れるぐらい知恵を絞らなければならない。そういう状況が今、求められている。

その意味においては、執行部がこの設計委託をするときに、先ほど申し上げた

ような点を踏まえた中で、もっと適切に、適正に、そして詳細に設計業者にそ
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の辺のところを要求しながら発注をしていけば、今回のような追加契約が生じ

ないような状況もあったんじゃないかというところが大きな問題です。 

  ですから、発注者側ももっと意を持って対応しなければならないところが対

応していない。そしてその設計委託を受けた業者にしても、与えたられた中で

仕事をする。与えられた金額で与えられた当面の仕事をしましたと言っても、

象徴的な場所、そして貴重な文化財といったことを考えて、そしてさらに今の

財政的なことを考えれば、金額は受けた金額で結構ですが、よりいい設計図書

を完成させるためには、やっぱりもっと努力してもいい部分も設計業者にもあ

ったわけです。ですから、私に言わせれば、発注するほうも発注するほう、そ

れからその設計業務を受注する側も受注する側というような部分もあるのか

なと思います。 

  先週から私ども委員会の思いがなかなか執行部に受け入れられていないよ

うな状況もあってここまで来たわけですが、私が今、いろいろ申し上げたこと

を踏まえて、見解をお聞きしたいのですがどうですか。 

 

酒谷県土整備部長 今回の委員会の議論におきましては、執行部のほうから適切な回答ができ

なかったことに対しまして、また、委員会の議事が非常に滞ったことに対して

おわび申し上げます。また、県土整備部、日ごろ事業を重点化しておりますし、

コスト縮減ということをうたっております。そういう意味で職員一同、効果的

な事業執行に取り組んでいるところでありますが、まだ不十分だというふうな

ことであります。その点についても、これからも十分注意をして事業執行に当

たっていきたいと思いますので、どうぞこれからも御指導よろしくお願いいた

します。 

  今回の県議会議事堂の設計におきましては、通常の改修建築物と同等の扱い

として設計業務を委託したところでございます。本委員会におきましても十分

な調査が不足していたために、設計、積算と実際の工事内容に差異があるとい

う点が多くあるという御指摘をいただいたところでございます。設計工事を発

注担当する、監督する立場にある県土整備部といたしましては、貴重な税金を

使い、また、県指定の有形文化財として価値のあるこの県議会議事堂を工事す

るに当たりまして、今回の委員会での議論を通じまして、もっと詳細な設計、

積算ができなかったかなど、配慮が足りなかったことに対しまして責任を感じ

ているところでございます。また、設計業務委託を受けた設計会社についても、

十分に県として指導をしていくところでございます。 

  今後、このような貴重な建築物等におきましては、その文化的価値を十分踏

まえ、設計工事を発注、監督していくところでありますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

 

動議 

望月（清）委員  ただいま可決すべきものとした第１１１号議案について、委員会として附帯

決議を付すことを要望いたします。 

 

白壁委員長  ただいま可決すべきものと決した第１１１号議案について、望月委員から附

帯決議を付すべきとの動議が提出されました。よって、本動議をただちに議題

といたします。 
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  お諮りいたします。第１１１号議案について、附帯決議を付することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

白壁委員長  起立多数であります。よって、第１１１号議案に附帯決議を付することは可

決されました。 

それでは、附帯決議案検討のため、暫時休憩いたします。 

 

       （休   憩）（事務局で附帯決議案を朗読） 

 

白壁委員長    休憩前に引き続き、会議を開きます。 

事務局に決議案を朗読いたさせます。 

 

       （事務局で附帯決議案を朗読） 

 

意見      （「起立採決」と呼ぶ者あり） 

 

採決      起立多数で附帯決議を原案のとおり付すことに決定した。  

 

 

※第１１８号 県道の路線の変更の件 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

（自転車道路について） 

仁ノ平委員  時間が押していますが、ここで聞いておくことに意味があると思うことです

ので、質問させていただきます。 

  １点目は、甲府の甲府工業高校前と平和通りの裁判所前に１年半ほど前に、

県内で初めてかと思いますが、自転車道路というものが設置されました。歩道

を半分に分けて、歩行者の歩くところと自転車道の分離が行われました。それ

が供用開始になって約１年半たつわけですが、その評価についてお伺いいたし

ます。 

 

丸山道路管理課長 自転車道につきましては、平成１９年に自転車通行環境に関するモデル地

区事業として、国土交通省と警察庁が指定した区域でございます。本県では丸

の内と甲府工業高校前の朝日地区周辺という２カ所でやっておりまして、平成

２２年３月に平和通り、平成２２年４月に甲府工業高校前の、それぞれ４７０

メートルと６００メートル、管理者は県、それから国土交通省、甲府市とあり

ます。その評価でございますが、開通から１年半たちまして、当初は慣れない

ために歩行者のところを自転車が走ったり、自転車のところを歩行者が歩いた

りということで、若干否定的な意見もありました。しかし、今年度、国土交通



平成２３年１１月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 18 - 

省でアンケート調査いたしました結果は、自転車が走りやすい、それから歩行

者も安心して歩けるということで、評価が開通直後に行ったアンケート調査に

比べまして、２割ほど満足度が上がっているという状況でございます。 

 

仁ノ平委員  その評価をお伺いいたしましたのは、１年６カ月前、この２つの道路が整備

されたときに、私は当時の課長に、これは大変いい試みであると、ぜひふやし

てくださいと申し上げました。そうしたところ、まあ、少し様子を見て、その

評価を見て考えましょうということを当時の課長がおっしゃってくださいま

した。 

  それが１つの理由と、最近、全国的に自転車事故が急増していて、社会問題

化しております。その２つの点から今回その評価を伺ったわけですが、それを

受けて私の願うところは、さらにほかの場所にもああした自転車道路ができれ

ば安全が確保されていいなということなんですが、今後の自転車道の整備につ

いてお伺いいたします。 

 

丸山道路管理課長 今、委員に御指摘いただきましたとおり、最近、自転車道、それから自転

車と歩行者の関係を巡る話題が新聞等で報道されているわけですが、これは１

０月２５日に警察庁の交通局長名で通知が出されまして、今、３メートル以内

の自転車と歩行者が走っているところについては、基本的に自転車を車道に出

そうと、そんな動きがあります。県でも先月、その通知に基づく、山梨県、そ

れから山梨県警察本部、国土交通省、甲府市で、今後どういう対応をしていく

かということで１回目の打ち合わせをしたところでございます。新たに車道に

自転車レーン、青く色を塗って自転車が通行するところを整備するとか、そう

いうことも含めて今後検討していこうということで、１回目が終わったところ

でございます。 

  モデル地区で公表した地区につきましては、例えば平和通りですと、甲府駅

前まで自転車道を整備しましょうということを公表してございます。現在進め

ております甲府駅南口修景計画の中で、平和通りの再整備も検討している状況

でございますので、その中でも自転車道の整備について具体的な検討を進めて

まいる予定でございます。 

  これまでに公表しておりますほかの地域につきましても、市で進めておりま

す街路事業の整備でありますとか、国が進めております国道５２号の上石田バ

イパスとか、そういう中で今後具体的な検討を進めてまいる予定と聞いており

ます。以上でございます。 

 

仁ノ平委員  ぜひ積極的な取り組みをお願いして、次の話題に行きます。 

（雁坂トンネルについて） 

  ２点目ですが、雁坂トンネルへの県からの無利子貸付ということで御説明い

ただきました。１つだけ伺っておきます。こういう方法での支援ということで、

妥当な方法かなと思っているんですが、１点確認しておきたいのは、いろいろ

な経営の算定の根拠となっている今後の収入、イコール交通量の今後の推移の

計算ですが、その妥当性、確かさというものをいささか危惧するものでありま

す。 

  というのは、清里有料にしても、道路に限らず県の施設にしても、このよう

な見直しがされるときは必ず、試算が間違っていましたという説明をこれまで

何度か伺っているものですから、収入イコール交通量の、車両通行の算定の確

かさについてのみ確認しておきます。お願いします。 
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大久保道路整備課長 第３回の経営検討委員会が１１月２１日にございまして、そのときに雁

坂トンネルの今後の交通量の推計について提出をさせていただきました。その

推計のもとになるものについては、国交省が平成２０年に推定したデータをも

とに、この雁坂トンネルが今後、平成３９年度までの供用、あと４月が少しあ

りまして、最終的には平成４０年の４月でございますけれども、３９年までに

国の予想ではマイナス６％で、雁坂トンネルのほうはマイナス７％ということ

で予想をしてございます。 

  それはまず国の推計がベースでございます。それに加えまして、今後、圏央

道が、平成２５年度には中央道と東名間が連結されるということです。こうい

ったことも加味しまして、１％少ないマイナス７％という数字を設定いたして

おります。 

  それは平成２１年に推計しておりまして、それを平成２２年の推定値と実績

を比較してみますと、平成２２年の見直し計画では４３万４,０００台を推計

いたしました。それに対しまして実績ですが、４４万２,０００台ということ

で、逆に約２％ふえています。それから、平成２３年度は途中でありますが、

今年度は４２万２,０００台ということで、これは見直している。これに対し

まして、現在の４月から１１月までの数字をもとに来年の３月末までを予想し

たところ、４３万３,０００台。現時点ではそのシミュレーションよりも二、

三％プラスという状況です。以上です。 

 

（峡東地域の建設業者の指名停止期間の短縮について） 

仁ノ平委員  その交通量が推測のとおりということを願っておりますが、最後に、峡東地

区の建設業者の指名停止期間の短縮の問題についてお伺いいたします。部長、

そして知事の重い決断があったわけですが、もう短縮が決定してしまいました

ので、今さらという感があるかもしれませんが、この措置要領の変更は見直す

ということはないわけですし、今後も本県の談合防止という点についてもぜひ、

今さらと思わずに質問を受けていただければありがたいと思います。今後を考

える意味においても、これまでのことをしっかり把握しておくことは大事なこ

とだと私は思っております。 

  １点目は、指名停止をしたのはことしの４月のことでありました。一部、本

会議での質問と知事が記者会見で述べられていることと重なりますが、それは

お許しください。ことし４月の段階では、地域経済にどの程度の影響があると

予想されていたのか、まず伺いたいと思います。 

 

秋山県土整備総務課長 ４月２７日に峡東地域の３６業者を指名停止といたしました。この３

６業者というのは、峡東地域の中でも非常に規模の大きい建設業者であります。

したがいまして、指名停止の措置によりまして対象業者はもちろんでございま

すが、下請会社、それから資材関係の取引業者といった関連業者も含めまして

経営が悪化するなど、地域経済や雇用に大きな影響を与える恐れがあるという

ふうに考えていました。これは県ばかりではなくて、県中小企業団体中央会な

ど経済団体やＪＡ山梨中央会、連合山梨などからも同様な指摘をいただきまし

た。それだからこそ、その指名停止措置による影響について注意深く見守って

いく必要があるということで、産業労働部とも連携いたしまして、そういった

業者の動向、それから離職者の発生や新規求人数の減少などの雇用の状況、そ

れから地域の景気の動向について毎月調査を行って注意深く観察してきたと

ころでございます。以上です。 

 

仁ノ平委員  ということは、指名停止の段階で懸念はされていたっていうことですね。そ
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れで、今後それを注視していきたいと知事も記者会見でおっしゃっていたかと

思いますが、今回の調査がありました。調査結果によりますと、極めて危機的

な状況にあるのは４社と発表されたと記憶されております。４月の指名停止を

決めた段階では、倒産や廃業はどの程度だろうと予想されていたのでしょうか。

ちょっと１問目と重なりますが、もう少し詳しく、どのような予想をされてい

たか伺います。 

 

秋山県土整備総務課長 特に何社がということではございませんが、対象業者３６社、直近の

決算期でもって売上が３６社合計で１９７億円という規模です。それに対して

県工事の売上高が５割以上、６割近くを占めるという状況がありますので、会

社経営に相当大きな影響があるというふうに考えていました。それだからこそ、

また産業労働部とも連携しまして、金融機関に対しまして必要な資金繰等の融

資等についてもお願いをしたところでございます。以上です。 

 

仁ノ平委員  次の質問ですが、今回の短縮の理由の１つに、冬の間の除雪ということが挙

げられているわけですが、１年間指名停止をすれば除雪が必要な時期が来ると

いうのは当然予想されることです。指名停止をした時点では、除雪については

どのように考えられていたのでしょうか。 

 

内田技術管理課長 指名停止は４月にしたわけですが、除雪というのは当然冬期になります。

除雪につきましては、対象路線を幾つかの区間に分けまして、除雪の能力のあ

る会社、重機とかオペレーターを持っている会社に分担をして、県で随契をし

てやっております。指名停止措置要領では、指名停止中の業者の随契は原則的

に認めてはいないのですが、ただし書きがございまして、やむを得ない事由が

あり、あらかじめ県土整備部長の承認を受けたときは随意契約が可能としてお

ります。 

  災害時もそうですが、除雪等、緊急の必要性により迅速な対応が必要という

ことで、このただし書きに該当するということで、指名停止の対象業者につい

ても、雪が降った場合、その区間については随意契約でやるという体制で臨む

ということで対応しておりました。 

 

仁ノ平委員  では、確認ですが、指名停止を早期に解除しなくても、除雪については随契

によって指名停止中の業者ともできるっていうことですか。 

 

内田技術管理課長 指名停止中でも随契ではできます。ただ、先ほど委員から話がありました、

年末に４社、それからいろいろな危険な状況と、その他年度明けに相当数の会

社の非常に危機的状況というのは調査で判明しました。そうしますと、既に１

社が廃業、１社が自己破産の申請中という状況で、実際に除雪をやってもらう

業者の数がどんどん減っていくわけです。結局、そうなると除雪ができないと

いう状況は生まれてくるということでございます。 

 

仁ノ平委員  今の件はわかりました。 

  さて、この措置要領なんですが、全国知事会の決定に基づいて、本県でもそ

のレベルの厳しい措置要領を採用したということですが、公共事業に頼る本県

の業者が多い中で、当然、この措置要領を採用すれば極めて厳しい状況になる

ということは予想されたと思います。県によっては１７県でしたか、この措置

要領よりももう少し甘いところもあったわけですが、なぜ本県では知事会の決

定どおり要綱を制定したのか伺いたいと思います。 
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内田技術管理課長 国並びに都道府県や市町村は、中央公契連というところの指名停止要綱に

従っております。知事会のほうは１８年に、よその県ですけれども、知事のい

ろいろな調達にかかわる不祥事が相次いだことで、１８年の１２月に知事会で

公共調達の改革に関する指針ということで入札談合の防止とか、いろいろな一

般競争の拡大、総合評価の拡大といったような内容の指針を決めました。それ

を受けて本県でも、既に一般競争とか総合評価とか、いろいろな導入は始めて

いたのですが、知事会の意をくんで、１９年３月に山梨県公共調達改革プログ

ラムというものを定めまして、より公正な競争の推進、それから透明性の確保

を図るということに取り組みを決めました。そして、１９年の４月に指名停止

措置要領を改正しまして、談合防止、独占禁止法違反に係る部分についてのペ

ナルティーを強化したということで、山梨県と同じ１２カ月以上としていると

ころは３０府県、それから３から幾つという幅で、１２カ月以上になっている

ところもそれプラス７つございます。さらに、そういう中で、１２カ月以上２

４カ月という決めてなくても、県によっては、県の発注工事であれば１２カ月

とか、そういう決め方をしておりますので、かなりの県が知事会の指示に従っ

た内容で改革しているというのが現状でございます。 

 

仁ノ平委員  ともあれ、本県は他県３０県と同じように、厳しい知事会での決定に沿った

措置要領を持っている。ただし、今回の早期の解除によって、この措置要領は

随分揺らいでしまったなというのが私の率直な感想です。知事は本会議でも、

今後は談合はあってはならないことだけれども、この措置要領により、その中

に重大なる経済への影響が見られたときは、この措置要領に沿って処分を決め、

経済状況の悪化によってはまた早期っていうことも考えていくんだというよ

うに答弁をされました。そのたびに調査すると、今回は厳しいのか、これは厳

しくないのか、非常に判断が難しいわけです。よそで起こってはいけないです

が、峡東のときは７カ月で終わってしまって、今度よそで起こったときに、こ

れはあのときに比べて厳しいんだ、甘いんだっていう判断はものすごく難しい

と思います。そうした意味で、この措置要領の中に、そのときの経済状況に応

じてまた早期になることも考えるとありますが、随分この制度が揺らいでしま

ったと心配をしています。 

  その上で、本会議でも知事から再発防止策について御答弁ありましたが、伺

っていて新しいものはないし、これまでのことを繰り返しお話しされていると

思います。措置要領も抑止策だと思うんですが、措置要領のほかにもいろいろ

な再発防止策があると思います。今後の再発防止ということが、措置要領も含

めてきちんと行われるために、さらに突っ込んだお考えを伺いたいのですがい

かがでしょうか。 

 

秋山県土整備総務課長 公正取引委員会の排除措置命令が出たことを受けまして、当然、協会

に対する指導でありますとか、それから、受注調整があったとされます総合評

価落札方式についての審査を厳重にするというような、すぐできる対応はして

まいりました。今後につきましては、入札監視委員会の御意見を伺いながら検

討していくということでございますが、現在、入札監視委員会のほうで、競争

性を高めることが談合防止につながっていくという考え方から、大きく２点議

論されています。 

  １つは、現在、一般競争入札において応札者数、入札に参加する企業の数が

ちょっと減少傾向にあるということを心配しています。それからもう１点が、

地域要件ということで、入札参加資格に地域要件というものがございます。こ
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れは例えば土木一式工事につきましては、８,０００万円未満の予定価格の工

事につきましては、そこの工事場所の地域の業者しか入札に参加できないとい

う地域要件がございます。そういった地域要件が競争性を阻害しているのでは

ないかという議論がされています。 

  このため、引き続き委員会におきまして、１つは応札者数が少なくなってい

る要因を分析しまして、例えばですけれども、入札に参加できる企業の施工実

績といったものの緩和を行って、入札に参加しやすくできるような工夫をして

いくということ。それから、もう１点、地域要件につきましては、昨年の１０

月に１億円から８,０００万円に引き下げたところでありますが、１つは、地

域の建設業者の育成という課題もあります。災害対応とか、先ほどの除雪等、

そういうものを担う能力を持っている地元業者を確保していくという面もご

ざいますので、そういったところと、それから競争性の確保というものを総合

的に勘案しながら、地域要件のあり方について引き続き検討していくこととな

っています。以上でございます。 

 

仁ノ平委員  最後に部長からお話しいただければありがたいのですが、今回のことをきっ

かけに、さらに談合は許さないんだと、談合はいけないんだということを、我々

も含めてかみしめるのが大事ではないかなと思っております。 

  それと、そうでありながら、残念ながら、この措置要領がちょっと揺らいで

しまったかなということも私は心配しております。 

  そして、先ほど別の件で附帯決議が採択されましたが、その中に注視、注目

して見ていくということと、県民の血税を大事にという言葉が盛られておりま

す。それはまさに私が先ほどから申している談合問題にも共通することで、

我々は注視していかなければいけないし、血税だということを見失ってはいけ

ないと思います。 

  そういう観点から一連のやりとりをお聞きになって、指名停止を早期に切り

上げられてしまったということも含め、談合防止ということで部長からお話し

いただければありがたいと存じます。 

 

酒谷県土整備部長 私としても談合につきましては、絶対あってはならないと思っておりまし

て、これを防止するためにこれまでも県として十分対応したところであります。

しかしながら、このようなことが起こりまして、指名停止措置要領によって処

分をしたところでありますけれども、これは指名停止措置要領の中の情状酌量

ということで７カ月にしたわけであります。その中においてはいろいろと県の

経済状況だとか、雇用の状況だとか、そういうことを勘案したものであります。 

  今後、このようなことが起こった場合には、同じように指名停止措置要領に

のっとって厳粛に処分をしていこうと思っておりますし、この制度については

別に何ら問題があるものだとも思っておりません。 

  我々は公共事業を執行しているわけでありまして、当然、県民から十分注視

をされていると思います。また、貴重な税金でありますので、それについては

重点的に、あるいは本当に効率的に使っていかなければいけない、コスト意識

を持って使っていかなければいけないと思っておりますので、十分注意しなが

ら事業を執行していこうと思っております。 

 

 

その他    ・委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

       ・閉会中もなお継続して調査を要する事件は、配付資料のとおり決定された。 

       ・１１月２５日に実施した県内調査については、議長あてに報告書を提出した
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ことが報告された。 

 

              以  上 

 

                         土木森林環境委員長 白壁 賢一 


